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   学校法人大阪歯科大学寄附行為 

 

                        （昭和 26年 ３月 ２日） 

                       改正 昭和 27年 ３月 24日 

                          昭和 29年 10月 12日 

                          昭和 41年 ４月 28日 

                          昭和 42年 ３月 24日 

                          昭和 43年 ３月 30日 

                          昭和 46年 12月 21日 

                          昭和 51年 ４月 １日 

                          昭和 51年 ６月 １日 

                          平成 元年 ２月 13日 

                          平成 10年 ７月 ８日 

                          平成 18年 3月 31日 

                          平成 28年 3月 10日 

                          平成 28年 8月 31日 

                          平成 29年 8月 29日 

                          平成 30年 3月 28日 

                          平成 31年 3月 26日 

 

   第１章 総則 

第１条 本法人は、学校法人大阪歯科大学と称する。 

 

第２条 本法人は、事務所を大阪市中央区大手前 1丁目 5番 17号に置く。 

 

第３条 本法人は、教育基本法及び学校教育法に則り、歯科医学に関する学術

の理論及び応用を教授し、併せて人格を陶冶し国家社会のために有用な人材

の養成を目的とする。 

 

第４条 本法人は、前条の目的を達成するため次の学校を設置する。 

 (1) 大阪歯科大学 歯学部歯学科 医療保健学部口腔保健学科・口腔工学科 

大学院歯学研究科 大学院医療保健学研究科 

 

 

   第２章 役員 

第５条 本法人の役員の定数は、次の通りとする。 
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 (1) 理事  7名以上 11名以内 

 (2) 監事  2名 

 

第６条 大阪歯科大学学長は、その在職中理事となる。 

 

第７条 前条以外の理事は、次の通り選出するものとする。 

 (1) 教授会において教授中より 3名 

 (2) 評議員会において教授以外の評議員中より 2名 

 (3) 前条の理事及び前各号の規定に基づき選出された理事の同意によって学

識経験者又は功労者のうちから 1名以上 5名以内 

２ 前条並びに前項第 1 号及び第 2 号に該当する理事は、その職を退いたとき

は理事の職を失うものとする。 

 

第８条 理事のうち 1名は、理事の互選により理事長となる。 

 

第９条 本法人の業務を遂行するため、本法人に常務理事若干名を置く。 

２ 常務理事は、理事のうちから理事長が選任する。 

 

第１０条 本法人に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事長が理事会に諮問して委嘱する。ただし、その任期は委嘱し

たる理事長の在任期間とする。 

３ 顧問は、理事長の諮問にこたえるほか、各会議に出席し意見を述べること

ができる。ただし、表決には加わらない。 

 

第１１条 監事は、本法人の理事、職員（学長、校長、教員その他の職員を含

む。）又は評議員以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、

評議員会の同意を得て、理事長が選任する。 

 

第１２条 役員の任期は、第 6条に規定する理事を除き総べて 4年とする。 

２ 役員に欠員が生じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、再任を妨げない。 

４ 役員は、その任期満了の後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を

行う。 

 

第１３条 理事長は、本法人を代表し、本法人の業務を総括する。 

２ 常務理事は、理事長の命により、本法人の常務を執行する。 



 3 

３ 監事は、次の職務を行う。 

 (1) 本法人の業務を監査すること。 

 (2) 本法人の財務の状況を監査すること。 

 (3) 本法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成

し、当該会計年度終了後 2か月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 

 (4) 第 1 号及び第 2 号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関

し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があること

を発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員

会に報告すること。 

 (5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の

招集を請求すること。 

 (6) 本法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べる

こと。 

 

第１４条 理事長以外の理事は、すべてこの法人の業務について本法人を代表

しない。 

 

第１５条 理事長に事故があるときは、理事長のあらかじめ定めた順位により

常務理事が代行する。 

２ 任期満了による理事の改選時において、理事長を選出するまでは学長たる

理事が理事長の職務を代行する。 

 

第１６条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の 4分の 3

以上出席した理事会において、理事総数の 4 分の 3 以上の議決及び評議員会

の議決により、これを解任することができる。 

 (1) 法令の規定又は本寄附行為に著しく違反したとき。 

 (2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 

 (3) 職務上の義務に著しく違反したとき。 

 (4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 

２ 役員は次の事由によって退任する。 

 (1) 任期の満了。 

 (2) 辞任。 

 (3) 学校教育法第 9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。 

 

第１７条 本法人の業務の決定は、理事会において行う。 

２ 理事会は、理事全員をもって構成する。 
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３ 理事会は、毎月 1 回定時に理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認

めたときは、臨時にこれを招集することができる。 

４ 理事総数の 2 分の 1 以上、又は評議員会から会議に付議すべき事項を示し

て理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から 7

日以内にこれを招集しなければならない。 

 

第１８条 理事会は、理事総数の 3 分の 2 以上の出席がなければ、議事を開き

議決することができない。 

２ 理事会の議事は、法令に特別の規定がある場合及び本寄附行為に別段の定

めがある場合を除くほか、理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 

第１９条 次に掲げる事項については、出席理事の 3 分の 2 以上の同意がなけ

ればならない。 

 (1) 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を

除く。）及び重要な資産の処分に関する事項 

 (2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項 

 (3) 合併 

 (4) 私立学校法第 50条第 1項第 3号に掲げる事由に因る解散 

 (5) 残余財産の処分に関する事項 

 (6) 収益事業の開始及び廃止に関する事項 

 (7) 学長の選任に関する事項 

 (8) 学内重要な人事に関する事項 

 (9) その他理事長が重要と認めた事項 

 

第２０条 理事会の議長は、理事長とする。 

２ 議長は、理事会の議事につき議事録並びに決議録をつくることを要する。 

３ 議事録には、開会日時、場所、出席者氏名、議事の経過及び決議事項を記

載し、議長指名の出席理事 2 名が、決議録には、出席理事全員がこれに署名

捺印しなければならない。 

 

第２１条 理事又は監事のうち、その定数の 5 分の 1 をこえるものが欠けたと

きは、1か月以内に補充しなければならない。 
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   第３章 評議員会 

第２２条 評議員会は、評議員をもって組織する。 

２ 評議員は、30名以上 40名以内とする。 

３ 評議員は、次の者を理事会においてこれを選任する。 

 (1) 第 7条第 1項第 2号の理事を除く他の理事のうちから互選により 2名 

 (2) 本法人の設置する学校の教職員中より教授会で推薦された者のうちから

10名以上 12名以内 

 (3) 大阪歯科医学専門学校及び大阪歯科大学を卒業した者で年齢 25歳以上の

者のうち同窓会の理事会において推薦された者のうちから 13 名以上 16 名

以内 

 (4) 理事会の推薦による者 5名以上 10名以内 

４ 本条第 3 項第 1 号及び第 2 号に規定する評議員は、理事又は教職員の地位

を退いたときは、評議員の職を失うものとする。 

５ 評議員で不適当と認められた者は、理事会及び評議員会の議決を経て、こ

れを解任することができる。 

 

第２３条 評議員の任期は、4年とする。ただし欠員が生じた場合の補充の評議

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 評議員は、その任期満了の後でも後任者が選任されるまでは、なおその職

務を行う。 

 

第２４条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の 3

分の 2以上の議決により、これを解任することができる。 

 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 

 (2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 

２ 評議員は次の事由によって退任する。 

 (1) 任期の満了。 

 (2) 辞任。 

 

第２５条 評議員会は、理事長が招集し、その議長は評議員会において互選に

よって定める。ただし、議長は議決に加わらない。 

２ 議長は、評議員会の議事につき議事録をつくることを要する。 

３ 議事録には、開会日時、場所、出席者氏名、議事の経過を記載し、議長及

び議長指名の出席者 3名が署名捺印しなければならない。 

 

第２６条 評議員会の会議は、春秋 2回の定例会及び臨時会とする。 
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２ 臨時会は、理事長が必要と認めたとき、第 13条第 3項第 5号の請求のあっ

たとき、又は評議員総数の 2 分の 1 以上の評議員から会議に付議すべき事項

を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から 20

日以内に、これを招集しなければならない。 

３ 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決をす

ることができない。 

４ 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

 

第２７条 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ評議員会に報告

し、また意見を聞かなければならない。 

 (1) 教育及び法人経営に関する状況 

 (2) 毎年度収支予算並びに決算に関する事項 

 (3) 学長の選任に関する事項 

 (4) 事業計画 

 (5) その他理事長が必要と認めた事項 

 

第２８条 次に掲げる事項については、評議員の 3 分の 2 以上の決議を経なけ

ればならない。 

 (1) 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を

除く。）及び重要な資産の処分に関する事項 

 (2) 寄附行為の変更 

 (3) 合併 

 (4) 私立学校法第 50条第 1項第 1号及び第 3号に掲げる事由に因る解散 

 (5) その他本法人の業務に関する重要事項 

 

 

   第４章 資産及び会計 

第２９条 本法人の資産は、次の通りとする。 

 (1) 本法人に組織変更のときの別紙財産目録記載の財産 

 (2) 資産から生ずる果実 

 (3) 授業料、入学金及び試験料 

 (4) 附属病院収入 

 (5) 寄附金品 

 (6) その他の収入 
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第３０条 本法人の財産は、これを分ちて基本財産、運用財産とする。 

２ 基本財産及び運用財産の区分は、私立学校法施行規則第 2 条第 5 項の規定

に基づき、別紙財産目録に従うものとする。 

３ 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基

本財産又は運用財産に編入する。 

 

第３１条 基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金は、これを消費し、

又は担保に供してはならない。ただし、本法人の事業の遂行上やむを得ない

事由があるときは、理事並びに評議員の各 3 分の 2 以上の同意を得て、その

一部に限り処分することができる。 

 

第３２条 本法人の決算は、毎会計年度終了後 2 か月以内に作成し、これにつ

き監事の監査を経るものとする。 

２ 理事長は、毎会計年度終了後 2 か月以内に、決算及び事業の実績を評議員

会に報告し、その意見を求めなければならない。 

 

第３３条 本法人は、毎会計年度終了後 2 か月以内に財産目録、貸借対照表、

収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。 

 

第３４条 本法人は、前条の書類及び第 13条第 3項第 3号の監査報告書を事務

所に備えて置き、本法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係

人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧

に供しなければならない。 

 

 

   第５章 解散 

第３５条 本法人の私立学校法第 50 条第 1 項第 1 号及び第 3 号による解散は、

理事の 3分の 2以上及び評議員の 3分の 2以上の議決がなければならない。 

２ 本条の事由による解散は、文部科学大臣の認可を経なければその効力を生

じない。 

 

第３６条 本法人の解散に伴う残余財産の帰属すべきものは、他の学校法人そ

の他教育の事業を行う公益法人のうちから、理事会の 3 分の 2 以上及び評議

員会の 3分の 2以上の同意を経て、理事会において選定する。 
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   第６章 寄附行為の変更 

第３７条 本法人の寄附行為を変更するには、理事及び評議員総数の 3 分の 2

以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を得なければならない。 

２ 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわら

ず、理事会において出席した理事の 3 分の 2 以上の議決を得て、文部科学大

臣に届け出なければならない。 

 

 

   第７章 公告の方法その他 

第３８条 本法人の公告は、大阪歯科大学掲示場に掲示して行う。 

 

第３９条 本寄附行為の施行細則は、理事会において定める。 

 

 

   附 則 

 この寄附行為は、文部大臣の認可の日（平成 10 年 7 月 8 日）から施行する。 

 

   附 則 

 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 18 年 3 月 31 日）から施行

する。 

 

   附 則 

 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 28 年 3 月 10 日）から施行

する。 

 

   附 則 

 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 28 年 8 月 31 日）から施行

する。 

 

   附 則 

 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 29 年 8 月 29 日）から施行

する。 

 

   附 則 

 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 30 年 3 月 28 日）から施行

する。 
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   附 則 

 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成 31 年 3 月 26 日）から施行

する。 

 


